
海上自衛隊では、以下の常勤職員を募集します。

１　試験区分、採用予定数、勤務先及び職務内容

　　※１：ただし、今後の組織の改編等により勤務地を変更する場合もあります。
　　※２：採用日の決定については、本人の事情を考慮します。

２　応募期間

　　本案内掲載日から令和８年４月６日（月）まで（必着）　　

３　応募資格

（１）１９６５年（昭和４０年）４月２日から２００１年（平成１３年）４月１日までに生まれた者

（２）日本の看護師免許を取得している者
（３）看護師としての勤務経験が５年以上の者

　ただし、次のいずれか一つに該当する者は、この試験を受験できません。
（１）日本の国籍を有しない者
（２）自衛隊法第３８条第１項の規定により防衛省職員となることができない者
　　・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
　　・法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　　・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した者
（３）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

４　応募手続

　　防衛省HPにおいて、下記必要書類をダウンロード後作成し、郵送又は電子メールにより送付してください。
（１）提出書類
　　ア　防衛省職員選考採用試験申込書　１通（写真：縦４．５cm×３．５cm貼付）
　　イ　履歴書　　　　　　　　　　　　１通
　　ウ　看護師免許の写
　　　※写真は、申込前６か月以内に撮影されたもので、脱帽、正面向き、上半身のもの）
（２）提出先
　　ア　郵送
　　　　〒１６２－００８３　東京都新宿区市谷本村町５－１
　　　防衛省海上幕僚監部人事教育部補任課職員人事管理室
　　イ　メール
　　　　kaijisaiyou@ext.mso.mod.go.jp

５　試験の種類及び試験日等

　※細部については、応募者に別途メールにて通知します。

６　合格発表

令和８年６月上旬

７　処遇等

（１）身分

　防衛省職員（防衛技官）として採用
（２）給与等
　　ア　給与（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）」に基づき支給）

　　　採用時の俸給月額は、医療職（三）２級の俸給表を基礎として、採用者の職務経験、経験年数等を踏まえ、同
　　　程度の経験年数を有する当省の職員が受けている俸給月額を参考にしつつ、採用者の経歴や能力等を考慮して
　　　決定する。

例：短大３卒、勤務経験が５年ある場合の初任給　約３２３,０００円（令和８年３月１日現在）
　　イ　手当
　　　・住居手当：借家居住者等に、月額２８，０００円以内

看護師 １名
海上自衛隊中央業務会計隊

（東京都新宿区）

試験の種目 試験日 試験場所

作文試験

適性検査

面接試験

身体検査

防衛省職員選考採用試験(看護師)　募集案内

試験区分 採用予定数 勤務先（所在地)※１ 職　務　内　容

防衛省医務室における診療の補助等

採用予定日※２

令和８年４月１３日
（月）

防衛省
（東京都新宿市谷本村町５－１）

令和８年５月下旬
防衛省

（東京都新宿市谷本村町５－１）

令和８年７月１日



　　　・通勤手当：交通機関等利用者に、１カ月あたり１５０，０００円以内
　　　・期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）：１年間に俸給等の約４．６５カ月分（令和７年度実績）
　　　・その他：超過勤務手当、扶養手当等

８　勤務時間
　　勤務時間は１日７時間４５分、原則として土、日曜日及び祝日は休み
　　　・平日：０８時３０分～１７時１５分

　　　・日直：１７時１５分～１９時００分（週１日程度）

９　問い合わせ先

防衛省海上幕僚監部人事教育部補任課職員人事管理室
TEL：03-3268-3111（内線：50367）
電話受付時間：平日の8:30～17:15
E-mail：kaijisaiyou@ext.mso.mod.go.jp


